
職業安定法及び労働者派遣法関係法令の主な改正点

（平成１６年３月１日施行）

１ 職業安定法関係
(1) 職業紹介事業の許可・届出制の見直し

① 特別の法律により設立された一定の法人（商工会議所、商工会、農協等）が
構成員のために行う無料職業紹介事業について、届出制に緩和。

② 地方公共団体が、住民の福祉の増進、産業経済の発展等に資する施策に関す
、 。る業務に附帯する無料職業紹介事業を行うことを可能とし 届出制とすること

③ 許可手続について、事業所単位から事業主単位に変更。

(2) 手数料徴収の対象となる求職者の範囲の拡大
、 。① 有料職業紹介事業者が手数料を徴収できる求職者として 熟練技能者を追加

② 有料職業紹介事業者が手数料を徴収できる科学技術者・経営管理者・熟練技
能者の求職者に係る年収要件を、年収700万円超に引き下げ。

(3) その他の見直し
兼業禁止規制、保証金の廃止等。

２ 労働者派遣法関係
(1) 派遣期間の延長

１年の期間制限を見直し、３年まで受入れ可能とすること。派遣先は１年を超
える派遣期間を定めようとするときは、当該事業所の労働者の過半数代表にその
期間を通知し意見を聴くものとすること。

(2) 派遣労働者の直接雇用の促進
① 派遣期間の制限に違反することとなる日の前日までに、派遣元事業主は、派

遣先と派遣労働者に派遣停止を通知。派遣先が当該派遣労働者を引き続き使用
しようとする場合は、雇用契約の申込みを義務付け。

、 、② 事務用機器操作 ソフトウエア開発等の派遣期間に制限がない業務について
３年を超えて同一の派遣労働者を受け入れている派遣先が、当該業務に労働者
を雇い入れようとするときは、派遣労働者を優先雇用すべく雇用契約の申込み
を義務付け。

(3) 派遣対象業務の拡大
物の製造の業務について解禁（施行から３年間は派遣期間の上限を１年とする

こと 。）

(4) 許可・届出手続きの簡素化
事業所単位から事業主単位に変更。

(5) 紹介予定派遣
① 法律上の位置付けを明確にし、派遣労働者の採用内定等を可能とすること。
② 医療関連業務について、紹介予定派遣を可能とすること。
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